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益
的
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へ
の
職
員
の
派
遣
等
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人
事
委
員
会
規
則
七―

四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
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び
人
事
委
員

　

会
規
則
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七
五
（
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務
教
育
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事
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員
会
訓
令

○
人
事
委
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会
事
務
局
処
務
規
程
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一
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を
改
正
す
る
訓
令
（
一
）
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25

　
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示

○
第
五
種
共
同
漁
業
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に
係
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殖
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、
二
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漁
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委
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秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
十
七
号

　
　
　

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学
則
（
昭
和
五
十
四
年
秋
田
県
規
則
第
五
十
二

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
中
「
看
護
科
」
の
下
に
「
（
三
年
課
程
）
」
を
加
え
る
。

　

別
表
第
一
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
規　
　
　
　
　
　
則

授
業
科
目

単
位
数

時
間
数

摘
要

地
域
看
護
学

　

地
域
看
護
学
概
論

　
　

地
域
看
護
学
概
論
Ⅰ

　
　

地
域
看
護
学
概
論
Ⅱ

　

地
域
看
護
管
理
論

　
　

地
域
看
護
管
理
論

　

地
域
看
護
活
動
展
開
論

　
　

地
区
活
動
論
Ⅰ

　
　

地
区
活
動
論
Ⅱ

　
　

社
会
調
査
技
法

　

個
人
・
家
族
・
集
団
の
生
活
支

　

援

　
　

家
族
支
援
論
Ⅰ

　
　

家
族
支
援
論
Ⅱ

　
　

家
族
心
理
学

　
　

カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
技
術

　
　

健
康
教
育
論

　
　

地
域
組
織
化
活
動

　
　

母
子
保
健
指
導

　
　

成
人
・
産
業
保
健
指
導

　
　

高
齢
者
保
健
指
導

　
　

感
染
症
・
災
害
時
保
健
活
動

　
　

障
害
児
・
者
保
健
指
導

　

地
域
看
護
研
究

　
　

地
域
看
護
研
究

疫
学

　
　

疫
学
Ⅰ

　
　

疫
学
Ⅱ

保
健
統
計
学

　
　

保
健
統
計
学

保
健
福
祉
行
政
論

　
　

保
健
福
祉
行
政
論
Ⅰ

　
　

保
健
福
祉
行
政
論
Ⅱ

　
　

地
域
ケ
ア
シ
ス
テ
ム

地
域
看
護
学
実
習

　
　

個
人
・
家
族
・
集
団
の
生
活

　
　

支
援
実
習

　
　

地
域
看
護
活
動
展
開
論
実
習

　
　

地
域
看
護
管
理
論
実
習

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

二一一一三一一二一一一一一一一一二二二二二一一一二一一一

三
〇

三
〇

一
五

一
五

九
〇

三
〇

一
五

六
〇

一
五

一
五

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
五

三
〇

六
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
五

一
五

三
〇

九
〇

四
五

四
五

三
〇
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別
表
第
三
号
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２　
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
の
前
日
に
秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
の
保
健
科

及
び
看
護
科
に
在
学
し
て
い
る
者
が
履
修
す
べ
き
授
業
科
目
、
単
位
数
及

び
時
間
数
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
立
衛
生
看
護
学
院
学

則
別
表
第
一
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

　
　

地
域
看
護
管
理
論
実
習

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

　
　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン

一一

四
五

三
〇

合
計

三
八

九
三
〇

授
業
科
目

単
位
数

時
間
数

摘
要

基
礎
分
野

　

科
学
的
思
考
の
基
盤

　
　

哲
学

　
　

教
育
学

　
　

情
報
科
学
基
礎
論

　
　

情
報
科
学
方
法
論

　
　

統
計
学

　
　

心
理
学

　
　

文
学

　

人
間
と
生
活
・
社
会
の
理
解

　
　

音
楽

　
　

社
会
学

　
　

文
化
人
類
学

　
　

人
間
関
係
論

　
　

異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

　
　

ン

　
　

英
会
話

専
門
基
礎
分
野

　

人
体
の
構
造
と
機
能

　
　

生
物
学

　
　

人
体
の
構
造

　
　

人
体
の
機
能

　

疾
病
の
成
り
立
ち
と
回
復
の
促

　

進

　
　

臨
床
栄
養
学

　
　

感
染
免
疫
学

　
　

病
理
学

　
　

臨
床
病
態
学
Ⅰ

　
　

臨
床
病
態
学
Ⅱ

　
　

臨
床
病
態
学
Ⅲ

　
　

臨
床
薬
理
学

一一一一一一一一一一一一一一二二一一一二二一一

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
五

三
〇

一
五

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

六
〇

六
〇

三
〇

三
〇

三
〇

六
〇

六
〇

三
〇

三
〇

　
　

臨
床
薬
理
学

　
　

臨
床
心
理
学

　

健
康
支
援
と
社
会
保
障
制
度

　
　

健
康
科
学
論

　
　

健
康
援
助
論

　
　

公
衆
衛
生
学

　
　

社
会
福
祉
・
社
会
保
障

　
　

関
係
法
規

　
　

保
健
医
療
論

専
門
分
野
Ⅰ

　

基
礎
看
護
学

　
　

基
礎
看
護
学
概
論

　
　

家
族
援
助
論

　
　

共
通
看
護
技
術
Ⅰ

　
　

共
通
看
護
技
術
Ⅱ

　
　

共
通
看
護
技
術
Ⅲ

　
　

共
通
看
護
技
術
Ⅳ

　
　

生
活
援
助
技
術

　
　

診
療
援
助
技
術

　
　

臨
床
看
護
技
術

　

臨
地
実
習

　
　

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅰ

　
　

基
礎
看
護
学
実
習
Ⅱ

専
門
分
野
Ⅱ

　

成
人
看
護
学

　
　

成
人
看
護
学
概
論

　
　

成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅰ

　
　

成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅱ

　
　

成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅲ

　
　

成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅳ

　
　

成
人
看
護
学
援
助
論
Ⅴ

　

老
年
看
護
学

　
　

老
年
看
護
学
概
論

　
　

老
年
看
護
学
援
助
論

　
　

老
年
看
護
技
術

　

小
児
看
護
学

　
　

小
児
看
護
学
概
論

　
　

小
児
看
護
学
援
助
論

　
　

小
児
看
護
技
術

　

母
性
看
護
学

　
　

母
性
看
護
学
概
論

　
　

母
性
看
護
学
援
助
論

一一一一一一一一一一一一一一二一一一二一一一一一一一二一一二一一二

三
〇

三
〇

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

一
五

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

六
〇

三
〇

三
〇

四
五

九
〇

一
五

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

一
五

六
〇

三
〇

一
五

六
〇

三
〇

一
五

六
〇

　
　

母
性
看
護
学
援
助
論

　
　

母
性
看
護
技
術

　

精
神
看
護
学

　
　

精
神
看
護
学
概
論

　
　

精
神
看
護
学
援
助
論

　
　

精
神
看
護
技
術

　

臨
地
実
習

　
　

成
人
看
護
学
実
習
Ⅰ

　
　

成
人
看
護
学
実
習
Ⅱ

　
　

成
人
看
護
学
実
習
Ⅲ

　
　

老
年
看
護
学
実
習
Ⅰ

　
　

老
年
看
護
学
実
習
Ⅱ

　
　

老
年
看
護
学
実
習
Ⅲ

　
　

小
児
看
護
学
実
習

　
　

母
性
看
護
学
実
習

　
　

精
神
看
護
学
実
習

統
合
分
野

　

在
宅
看
護
論

　
　

在
宅
看
護
概
論

　
　

在
宅
看
護
援
助
論

　
　

在
宅
看
護
技
術

　

看
護
の
統
合
と
実
践

　
　

医
療
安
全

　
　

看
護
実
践
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

　
　

災
害
・
国
際
看
護
論

　
　

実
践
看
護
技
術

　

臨
地
実
習

　
　

在
宅
看
護
論
実
習

　
　

看
護
の
統
合
と
実
践

二一一二一二二二一二一二二二一二一一一一一二二

六
〇

三
〇

一
五

六
〇

三
〇

九
〇

九
〇

九
〇

四
五

九
〇

四
五

九
〇

九
〇

九
〇

一
五

六
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

三
〇

九
〇

九
〇

合
計

九
七
三
〇
四
五
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公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
十
八
号

　
　
　

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
小
規
模
水
道
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
規
則
第
三

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
三
項
中
「
三
十
四
の
項
、
三
十
七
の
項
か
ら
四
十
の
項
ま
で
及

び
四
十
六
の
項
か
ら
五
十
一
の
項
」
を
「
三
十
三
の
項
、
三
十
六
の
項
か
ら

三
十
九
の
項
ま
で
及
び
四
十
五
の
項
か
ら
五
十
の
項
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

秋
田
県
規
則
第
十
九
号

　
　
　

秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
管
理
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
秋
田
県
規
則
第
十

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
項
の
表
中
「
午
前
八
時
三
十
分
」
を
「
午
前
八
時
」
に
改
め

る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
第
三
条
」
の
下
に
「
に
規
定
す
る
公
園
施
設
（
以
下

「
有
料
施
設
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
同
条
」
を
加
え
、
「
及
び
」
を
「
又

は
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
第
一
項
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　

第
五
条
第
三
項
、
第
六
条
第
一
項
並
び
に
第
八
条
の
見
出
し
及
び
同
条
第

三
項
中
「
祓
川
山
荘
等
」
を
「
有
料
施
設
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
利
用
料
金
の
承
認
の
申
請
）

第
九
条　
指
定
管
理
者
は
、
条
例
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料

金
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
利
用
料
金
の
額
及
び
そ
の
算
定

の
根
拠
を
記
載
し
た
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
附　
則

１　
こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
及
び
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

２　
秋
田
県
営
自
然
公
園
施
設
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
二
十

一
年
秋
田
県
条
例
第
二
十
一
号
）
附
則
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
料
金

の
承
認
の
申
請
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
秋
田
県
営
自
然
公
園
施

設
管
理
規
則
第
九
条
の
規
定
の
例
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

秋
田
県
規
則
第
二
十
号

　
　
　

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

水
産
業
協
同
組
合
法
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
六
年
秋
田
県
規
則
第
十
九

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
い
う
。
）
、
」
を
「
い
う
。
）
及
び
」
に
改
め
、
「
及
び
漁

業
協
同
組
合
等
の
信
用
事
業
等
に
関
す
る
命
令
（
平
成
五
年
大
蔵
省
・
農
林

水
産
省
令
第
二
号
。
以
下
「
信
用
事
業
省
令
」
と
い
う
。
）
」
を
削
る
。

　

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
資
源
管
理
規
程
の
設
定
の
認
可
の
申
請
等
）

第
三
条　
省
令
第
六
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
申
請
書
に
は
、
名
称
及
び
住

所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　

第
四
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
よ
り
」
を
「
名
称
及
び

住
所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
届
出
書

に
当
該
規
程
に
定
め
た
当
該
規
程
を
廃
止
す
る
場
合
の
手
続
に
従
っ
て
行
わ

れ
た
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
添
え
て
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
三
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類
を

添
え
て
、
こ
れ
を
」
を
「
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
代
表
者
が

署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
届
出
書
を
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

　

一　

組
合
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　

二　

選
挙
の
種
類

　

三　

選
挙
を
実
施
し
た
年
月
日
及
び
場
所

　

四　

選
挙
さ
れ
た
理
事
又
は
監
事
の
数

　

第
十
三
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

２　

前
項
の
届
出
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

一　

選
挙
録
の
写
し

　

二　

投
票
録
の
写
し

　

三　

開
票
録
の
写
し

　

第
十
四
条
を
削
る
。

　

第
十
五
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
届
出
書
に
役
員
の
氏
名
、
経
歴

等
」
を
「
、
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は

記
名
押
印
し
た
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
事
項
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号

を
加
え
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

　

一　

役
員
の
就
任
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
年
齢
、
住
所
、

経
歴
及
び
正
役
員
又
は
准
役
員
の
別

　

二　

役
員
の
退
任
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
、
年
齢
及
び
退
任

の
理
由

　

三　

役
員
の
異
動
が
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
新
任
者
及
び
前
任
者
の

氏
名
並
び
に
前
任
者
の
就
任
期
間

　

第
十
六
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
、
名
称
及
び
住
所
を
記

載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
条

を
第
七
条
と
す
る
。

　

第
十
七
条
中
「
理
事
」
の
下
に
「
若
し
く
は
監
事
」
を
加
え
、
「
別
に
定

め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
代
表
者
が
署

名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
各
号
を
加
え
、
同
条

を
第
八
条
と
す
る
。

　

一　

組
合
又
は
連
合
会
の
名
称

　

二　

組
合
員
、
会
員
又
は
利
害
関
係
人
の
住
所

　

三　

役
員
の
職
務
を
行
う
者
が
な
く
な
っ
た
年
月
日
及
び
理
由

　

四　

遅
滞
に
よ
り
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
事
項
及
び
理
由

　

五　

請
求
者
と
組
合
又
は
連
合
会
と
の
関
係

　

第
十
八
条
第
一
項
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
住
所

を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、

同
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を

「
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印

し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
別
に
定
め
る
様

式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
住
所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、

又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を
削
り
、
同
条
を
第
九
条
と

す
る
。

　

第
十
九
条
第
一
項
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
住
所

を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
条
と
す
る
。

　

第
二
十
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
、
名
称
及
び
住
所
を
記

載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
条

を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
二
十
一
条
か
ら
第
二
十
三
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
二
十
四
条
第
一
項
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
設
立
発
起
人

全
員
の
氏
名
及
び
住
所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名

押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
七
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
二
条
と

す
る
。

秋
田
県
営
玉
川
園
地
駐
車
場
四
月
二
十
八
日
か
ら
十
一
月
四
日
ま
で
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第
二
十
五
条
中
「
第
九
十
一
条
の
二
第
一
項
第
三
号
」
を
「
第
九
十
一
条

第
一
項
第
三
号
」
に
改
め
、
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記

名
押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
二
十
六
条
中
「
第
九
十
一
条
の
二
第
二
項
」
を
「
第
九
十
一
条
第
二

項
」
に
改
め
、
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し

た
」
に
改
め
、
同
条
第
五
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
二
十
七
条
第
一
項
中
「
第
九
十
一
条
の
二
第
五
項
」
を
「
第
九
十
一
条

第
五
項
」
に
、
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
主
た
る
事
務

所
の
所
在
地
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し

た
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
別
に
定
め

る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
、
並

び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」
に
改
め
、
同
項
第
八
号
を

削
り
、
同
項
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
二
十
九
条
中
「
第
九
十
一
条
の
三
第
二
項
」
を
「
第
九
十
一
条
の
二
第

二
項
」
に
、
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」

に
改
め
、
同
条
第
八
号
を
削
り
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
三
十
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
、
清
算
人
全
員
の
氏
名

及
び
住
所
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
」

に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
す
る
。

　

第
三
十
一
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
」
を
「
、
名
称
及
び
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
を
記
載
し
、
並
び
に
代
表
者
が
署
名
し
、
又
は
記
名
押
印

し
た
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
九
条
と
す
る
。

　

第
三
十
二
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
請
求
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
こ
れ
を
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
代
表
者
が

署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

　

一　

請
求
人
代
表
者
の
住
所

　

二　

請
求
す
る
理
由

　

三　

請
求
す
る
日
に
お
け
る
組
合
員
数
及
び
准
組
合
員
数

　

四　

請
求
同
意
者
数

　

第
三
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
条
と
す
る
。

２　

前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

一　

当
該
請
求
に
同
意
し
た
組
合
員
の
名
簿

　

二　

当
該
請
求
に
同
意
し
た
組
合
員
が
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

　

第
三
十
三
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

　

第
三
十
四
条
中
「
別
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
請
求
書
に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
え
て
、
こ
れ
を
」
を
「
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
、
及
び
代
表
者
が

署
名
し
、
又
は
記
名
押
印
し
た
請
求
書
を
」
に
改
め
、
同
条
各
号
を
次
の
よ

う
に
改
め
る
。

　

一　

請
求
人
代
表
者
の
住
所

　

二　

請
求
す
る
理
由

　

三　

選
挙
又
は
当
選
の
決
定
を
し
た
年
月
日

　

四　

請
求
す
る
日
に
お
け
る
組
合
員
数
及
び
准
組
合
員
数

　

五　

請
求
同
意
者
数

　

第
三
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

２　

前
項
の
請
求
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　

一　

当
該
請
求
に
同
意
し
た
組
合
員
の
名
簿

　

二　

当
該
請
求
に
同
意
し
た
組
合
員
が
当
該
組
合
の
組
合
員
で
あ
る
こ
と

を
証
す
る
書
面

　

第
三
十
五
条
中
「
、
信
用
事
業
省
令
」
を
削
り
、
同
条
を
第
二
十
三
条
と

す
る
。

　

別
記
様
式
表
面
中
「

」
を
「

」
に
改
め
、
同
様
式
裏
面
中

「

」
を
「

」

に
、
「

」
を
「

」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
訓
令
第
三
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　

中　

一　

般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
地
方
機
関

　

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

秋
田
県
公
印
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
秋
田
県
訓
令
第
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　

「
知
事
公
室
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
長　
　
　
　
　
　
　
　

「
知
事

　

別
表
中　

地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
長　
　
　
　
　
　
　
　
　

を　

地
域

　
　
　
　
　

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
長
」　
　

北
秋

公
室
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー
長

振
興
局
総
務
企
画
部
長　
　
　
　
　
　

に
改
め
、
同
表
知
事
印
（
火
薬
類
取

田
地
域
振
興
局
大
館
福
祉
環
境
部
長
」

締
用
）
の
項
中
「
産
業
経
済
労
働
部
資
源
エ
ネ
ル
ギ
ー
課
長
」
を
「
産
業
経

済
労
働
部
資
源
産
業
課
長
」
に
改
め
、
同
表
地
方
機
関
の
長
等
印
の
項
中

「
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
長　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
地
域
振
興
局
総

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を

　

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館
事
務
所
長
」　
　

北
秋
田
地
域
振

務
企
画
部
長　
　
　
　
　
　
　
　

「
地
域
振
興
局
の
部
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、

興
局
大
館
福
祉
環
境
部
長
」　
　
　

北
秋
田
地
域
振
興
局
総
務
企
画
部
大
館

事
務
所
長
」
を
「
地
域
振
興
局
の
部
長
」
に
改
め
、
同
項
中
「
農
林
水
産
技

術
セ
ン
タ
ー
総
合
食
品
研
究
所
長
」
を
削
り
、
同
表
そ
の
他
の
印
の
項
中

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」

同
表
の
備
考
第
二
号
中
「
、
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
総
合
食
品
研
究
所

長
、
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
食
品
加
工
研
究
所
長
、
農
林
水
産
技
術
セ
ン

タ
ー
醸
造
試
験
場
長
」
を
削
り
、
「
及
び
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
森
林
技

術
セ
ン
タ
ー
所
長
」
を
「
、
農
林
水
産
技
術
セ
ン
タ
ー
森
林
技
術
セ
ン
タ
ー

所
長
、
総
合
食
品
研
究
所
食
品
加
工
研
究
所
長
及
び
総
合
食
品
研
究
所
醸
造

試
験
場
長
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
訓
令
第
四
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

庁　

中　

一　

般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

各
地
方
機
関

　

秋
田
県
林
産
物
極
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　

秋
田
県
林
産
物
極
印
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

秋
田
県
林
産
物
極
印
取
扱
規
程
（
昭
和
五
十
七
年
秋
田
県
訓
令
第
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
二
項
及
び
第
四
条
第
一
項
中
「
森
林
整
備
課
長
」
を
「
水
と
緑

の
森
づ
く
り
課
長
」
に
改
め
る
。

　

別
記
様
式
の
備
考
５
中
「

」
を
「

」

に
改
め
る
。

第
33条

第
21条

第
33条

第
21条

又
は

信
用

事
業

受
託

者
、

信
用

事
業

受
託

者
又

は
共

済
代

理
店

　
　
　
　
　
訓　
　
　
　
　
　
令

楷か
い

書

一
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
平
方

脳
血
管
研
究
セ

ン
タ
ー
企
業
出

納
員

楷か
い

書

一
八
ミ
リ
メ
ー

ト
ル
平
方

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン
・
精
神

医
療
セ
ン
タ
ー

企
業
出
納
員

秋田県立脳
血管研究セ
ンター企業
出 納 員

秋田県立リハ
ビリテーショ
ン・精神医療
センター企業
出 納 員

森
林

整
備

課
水

と
緑

の
森

づ
く

り
課
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附　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
二
号

　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
法
律
（
平
成
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
四
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
秋
田
県
海
洋
生
物

資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画
を
変
更
し
た
の
で
、
同
条
第
十
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

　
　
　

秋
田
県
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
計
画

一　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
方
針

　

㈠　

本
県
の
水
産
業
は
、
昭
和
二
十
年
代
後
半
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て

は
生
産
量
及
び
生
産
金
額
と
も
次
第
に
増
加
傾
向
を
続
け
、
生
産
量
で

は
昭
和
五
十
年
に
三
万
四
千
ト
ン
、
生
産
額
で
は
昭
和
五
十
二
年
に
百

四
十
億
円
と
ピ
ー
ク
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
は
減
少
傾
向
が
続

き
、
近
年
は
減
少
傾
向
に
歯
止
め
が
か
か
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
依
然

と
し
て
低
迷
状
況
が
続
い
て
い
る
。

　
　
　

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
県
北
部
沿
岸
、
男
鹿
半
島
周
辺
及
び
県

南
部
沿
岸
に
お
い
て
は
、
依
然
と
し
て
水
産
業
が
中
核
産
業
と
な
っ
て

い
る
地
域
も
多
く
、
地
域
振
興
の
た
め
に
も
水
産
業
の
発
展
を
図
っ
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
海
洋
生
物
資
源
を
適
切
に
管
理
し
、

か
つ
、
合
理
的
に
利
用
し
て
い
く
こ
と
が
極
め
て
重
要
な
課
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

㈡　

本
県
沖
合
水
域
は
、
寒
暖
両
流
が
交
錯
し
多
種
類
の
魚
介
類
が
生
息

し
て
い
る
が
、
漁
業
生
産
構
造
に
お
い
て
沿
岸
漁
業
を
主
体
と
し
た
小

規
模
経
営
体
が
大
多
数
を
占
め
る
こ
と
か
ら
多
種
少
産
傾
向
を
示
し
て

お
り
、
複
数
の
漁
業
種
類
間
に
お
け
る
漁
場
及
び
資
源
利
用
面
で
の
競

合
が
見
ら
れ
る
な
ど
の
問
題
点
も
多
い
。

　
　
　

一
方
、
海
洋
生
物
資
源
の
現
状
を
見
る
と
、
我
が
国
周
辺
水
域
に
お

い
て
は
そ
の
多
く
が
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
県
海

域
に
お
け
る
海
洋
生
物
資
源
も
低
水
準
、
減
少
傾
向
に
あ
る
も
の
が
多

く
な
っ
て
き
て
い
る
。

　
　
　

今
後
と
も
こ
の
よ
う
な
状
況
が
継
続
す
れ
ば
、
県
民
、
国
民
の
ニ
ー

ズ
ヘ
の
的
確
な
対
応
の
み
な
ら
ず
、
地
域
経
済
の
発
展
へ
の
重
大
な
支

障
と
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。

　

㈢　

県
と
し
て
は
、
従
来
か
ら
漁
業
の
管
理
、
資
源
管
理
型
漁
業
の
推
進

等
種
々
の
保
存
及
び
管
理
措
置
を
講
じ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
ア
ワ
ビ
等
の
地
先
資
源
を
始
め
、
近
年
で
は
ハ
タ
ハ
タ
に
代
表

さ
れ
る
よ
う
に
広
域
回
遊
資
源
も
含
め
た
多
く
の
海
洋
生
物
資
源
の
保

存
及
び
管
理
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
さ
ら
に
海
洋

生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
基
本
計
画
に

よ
り
決
定
さ
れ
た
漁
獲
可
能
量
の
都
道
府
県
別
の
数
量
に
つ
い
て
適
切

な
管
理
措
置
を
講
ず
る
こ
と
と
す
る
。

　

㈣　

漁
獲
可
能
量
制
度
を
適
切
に
管
理
し
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
者
等
の

指
導
又
は
採
捕
の
数
量
の
公
表
等
の
実
効
措
置
を
講
ず
る
た
め
、
第
一

種
及
び
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
採
捕
実
績
の
的
確
な
把
握
に
努

め
る
こ
と
と
す
る
。

　

㈤　

漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定
め
ら
れ
た
数
量
に
係
る
管
理
を
適

切
に
行
っ
て
い
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
海
洋
生
物
資
源
の
分
布
、
回
遊

状
況
、
内
容
、
当
該
資
源
を
取
り
巻
く
環
境
等
の
よ
り
詳
細
な
科
学
的

デ
ー
タ
又
は
知
見
が
必
要
で
あ
る
の
で
、
当
該
デ
ー
タ
及
び
知
見
の
蓄

積
を
図
る
た
め
に
、
県
水
産
振
興
セ
ン
タ
ー
を
中
心
と
し
、
国
又
は
関

係
県
と
の
連
携
の
下
、
資
源
調
査
体
制
の
充
実
強
化
を
図
る
こ
と
と
す

る
。
ま
た
、
資
源
管
理
の
充
実
を
図
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
漁
業
管

理
措
置
の
強
化
を
図
る
こ
と
と
す
る
。

　

㈥　

特
定
海
洋
生
物
資
源
以
外
の
海
洋
生
物
資
源
に
つ
い
て
も
、
引
き
続

き
資
源
管
理
を
推
進
す
る
よ
う
、
従
来
か
ら
の
資
源
管
理
型
漁
業
を
推

進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　

㈦　

海
洋
生
物
資
源
の
適
切
な
保
存
及
び
管
理
を
図
る
た
め
、
協
定
制
度

の
活
用
等
に
よ
り
引
き
続
き
漁
業
者
等
に
よ
る
自
主
的
な
資
源
管
理
を

推
進
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
本
県
に
定

め
ら
れ
た
数
量
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

平
成
二
十
年
の
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
知
事
管
理
の
対
象
と

な
る
期
間
及
び
漁
獲
可
能
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

⑴　

ま
あ
じ

　
　
　
　

平
成
二
十
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　
　

若
干

　
　

⑵　

ず
わ
い
が
に

　
　
　
　

平
成
二
十
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
一
年
六
月
ま
で　
　

二
十
二
ト

ン

　

㈡　

平
成
二
十
一
年
の
第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
の
知
事
管
理
の
対
象

と
な
る
期
間
及
び
漁
獲
可
能
量
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
　

⑴　

す
け
と
う
だ
ら

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
ま
で　
　
　

若
干

　
　

⑵　

ま
あ
じ

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
一
月
か
ら
十
二
月
ま
で　
　

若
干

　
　

⑶　

ず
わ
い
が
に

　
　
　
　

平
成
二
十
一
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
六
月
ま
で　

（
注
）
ト

ン

　
　
　
　

（
注
）
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
は
、
管
理
対
象
と
な
る
期
間
が
開

　

始
さ
れ
る
前
ま
で
に
設
定
す
る
。

三　

第
一
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
可
能
量
に
つ
い
て
定
め
ら
れ

た
数
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

す
け
と
う
だ
ら

　
　
　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
に
つ
い
て
は
、
現

状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許
可
隻
数
に
つ

い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ

い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲

実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　

㈡　

ま
あ
じ

　
　
　

小
型
定
置
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
行
使
統
数
を
維
持
す
る
よ
う
指
導

す
る
と
と
も
に
、
漁
獲
量
の
把
握
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　

大
型
定
置
網
漁
業
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ

る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
免
許
統
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従

来
の
操
業
規
制
と
同
様
の
規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が
前
年
の
漁
獲
実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
努

め
る
も
の
と
す
る
。

　

㈢　

ず
わ
い
が
に

　
　
　

小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
と
か
ご
漁
業
に
つ

い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許

可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
漁
業
者
に
よ
る
自
主
的
な
漁

獲
可
能
量
の
管
理
を
推
進
し
、
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。

四　

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
の
う
ち
、
本
県

に
定
め
ら
れ
た
量
に
関
す
る
事
項

　
　

平
成
二
十
一
年
の
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能

量
の
う
ち
本
県
に
定
め
ら
れ
た
量
並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係

る
海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

第
二
種
特
定

海
洋
生
物
資

源

採
捕
の
種
類

海　

域

期　

間

漁
獲
努
力

量（
隻
日
）

ま
が
れ
い

小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業

（
う
ち
手
繰

第
一
種
漁

業
）

秋
田
県
地

先
水
面

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ま
で

六
百
五
十

一

か
れ
い
固
定

式
刺
し
網
漁

業

秋
田
県
地

先
水
面

（
た
だ

し
、
第
二

種
共
同
漁

業
権
水
域

を
除
く
）

平
成
二
十
一
年

二
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

ま
で

三
千
九
十

九

　
　
　
　
　
告　
　
　
　
　
　
示
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五　

第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
漁
獲
努
力
可
能
量
に
つ
い
て
、
採

捕
の
種
類
別
に
定
め
る
量
に
関
す
る
事
項

　
　

平
成
二
十
一
年
の
第
二
種
特
定
海
洋
生
物
資
源
ご
と
の
第
二
種
特
定
海

洋
生
物
資
源
知
事
管
理
努
力
量
並
び
に
対
象
と
な
る
採
捕
の
種
類
に
係
る

海
域
及
び
期
間
は
次
表
の
と
お
り
で
あ
る
。

六　

知
事
管
理
努
力
量
に
関
し
実
施
す
べ
き
施
策
に
関
す
る
事
項

　

㈠　

ま
が
れ
い

　
　
　

日
本
海
北
部
の
ま
が
れ
い
の
資
源
回
復
を
図
る
た
め
に
、
国
が
作
成

し
た
「
日
本
海
北
部
マ
ガ
レ
イ
、
ハ
タ
ハ
タ
資
源
回
復
計
画
」
の
着
実

な
実
施
を
本
県
と
し
て
実
施
す
る
。

　
　
　

ま
た
、
知
事
管
理
努
力
量
に
係
る
知
事
へ
の
漁
獲
努
力
量
等
の
報
告

に
係
る
迅
速
な
報
告
の
体
制
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　

さ
ら
に
、
小
型
機
船
底
び
き
網
漁
業
（
手
繰
第
一
種
漁
業
）
及
び
か

れ
い
固
定
式
刺
し
網
漁
業
（
第
二
種
共
同
漁
業
権
水
域
を
除
く
）
に
つ

い
て
は
、
現
状
の
漁
獲
努
力
量
を
増
加
さ
せ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
、
許

可
隻
数
に
つ
い
て
は
現
状
ど
お
り
と
し
、
従
来
の
操
業
規
制
と
同
様
の

規
制
に
基
づ
い
て
操
業
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
結
果
、
漁
獲
実
績
が

前
年
の
漁
獲
実
績
と
同
程
度
と
な
る
よ
う
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

七　

そ
の
他
海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
に
関
す
る
重
要
事
項

　

㈠　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
た
め
に
、

よ
り
詳
細
か
つ
正
確
な
資
源
状
況
の
把
握
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

漁
獲
情
報
を
的
確
に
把
握
す
る
と
と
も
に
、
資
源
に
関
す
る
調
査
及
び

研
究
の
充
実
を
更
に
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　

㈡　

海
洋
生
物
資
源
の
保
存
及
び
管
理
を
推
進
す
る
た
め
、
小
型
魚
及
び

産
卵
親
魚
の
保
護
等
に
向
け
た
取
組
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
三
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

由
利
本
荘
市
中
田
代
字
本
板
井
沢
六
一
の
四

二　

指
定
の
目
的　

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　

⑵　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
、
由
利
地
域
振
興
局
農
林
部
及
び
由
利
本
荘
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
四
号

　

農
林
水
産
大
臣
か
ら
次
の
森
林
を
保
安
林
予
定
森
林
と
す
る
旨
の
通
知
が

あ
っ
た
の
で
、
森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十

条
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

鹿
角
市
十
和
田
末
広
字
生
手
沢
一
一
の
一
、
一
一
の
二
、
一
三
か
ら
一

五
ま
で
、
一
六
の
一
、
一
六
の
二
、
一
八
か
ら
二
二
ま
で
、
二
五

二　

指
定
の
目
的　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

㈠　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

⑴　

主
伐
に
か
か
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

⑵　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の

所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐

期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

⑶　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

㈡　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
農
林
水

産
部
森
林
整
備
課
、
鹿
角
地
域
振
興
局
農
林
部
及
び
鹿
角
市
役
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
五
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
告
示
し
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
都

市
計
画
の
図
書
を
建
設
交
通
部
都
市
計
画
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

　
　

横
手
都
市
計
画
道
路
（
三
・
四
・
五
号
中
央
線
）
の
変
更

二　

都
市
計
画
を
変
更
し
た
土
地
の
区
域

　
　

変
更
し
た
部
分　

横
手
市
杉
沢
字
南
杉
沢
、
字
鶴
谷
地
及
び
字
吉
沢
、

睦
成
字
鶴
谷
地
及
び
字
吉
沢
上
台
並
び
に
台
所
町
、
追
廻
一
丁
目
、
新
坂

町
、
明
永
町
、
幸
町
、
二
葉
町
及
び
本
町
の
各
一
部

三　

都
市
計
画
の
変
更
年
月
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
六
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

第
二
種
特
定

海
洋
生
物
資

源

採
捕
の
種
類

海　

域

期　

間

漁
獲
努
力

量（
隻
日
）

ま
が
れ
い

小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業

（
う
ち
手
繰

第
一
種
漁

業
）

秋
田
県
地

先
水
面

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ま
で

六
百
五
十

一

か
れ
い
固
定

式
刺
し
網
漁

業

秋
田
県
地

先
水
面

（
た
だ

し
、
第
二

種
共
同
漁

業
権
水
域

を
除
く
）

平
成
二
十
一
年

二
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

ま
で

三
千
九
十

九

一　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

第
二
種
特
定

海
洋
生
物
資

源

採
捕
の
種
類

海　

域

期　

間

漁
獲
努
力

量（
隻
日
）

ま
が
れ
い

小
型
機
船
底

び
き
網
漁
業

（
う
ち
手
繰

第
一
種
漁

業
）

秋
田
県
地

先
水
面

平
成
二
十
一
年

九
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

十
月
三
十
一
日

ま
で

六
百
五
十

一

か
れ
い
固
定

式
刺
し
網
漁

業

秋
田
県
地

先
水
面

（
た
だ

し
、
第
二

種
共
同
漁

業
権
水
域

を
除
く
）

平
成
二
十
一
年

二
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
一
年

三
月
三
十
一
日

ま
で

三
千
九
十

九
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で

県

道

旧

仙
ノ
台
桧
山
線

Ａ
能
代
市
母
体
字
樋
ノ
口
九
九
番
地
先
か
ら
桧
山
字
新
蟹
二
一
三
番
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
○
～
三
五
・
〇
〇

〇
・
七
二
〇

Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃

五
・
〇
〇
～
一
五
・
〇
〇

〇
・
七
八
〇

新

仙
ノ
台
桧
山
線

能
代
市
母
体
字
樋
ノ
口
九
九
番
地
先
か
ら
桧
山
字
新
蟹
二
一
三
番
地
先
ま
で

一
〇
・
〇
○
～
三
五
・
〇
〇

〇
・
七
六
五

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

横
手
東
由
利
線

横
手
市
雄
物
川
町
会
塚
字
樋
向
一
八
九
番
一
か
ら
一
四
一
番
一
ま
で

二
二
・
九
○
～
二
三
・
四
○

○
・
〇
三
三

新

横
手
東
由
利
線

横
手
市
雄
物
川
町
会
塚
字
樋
向
一
八
九
番
四
か
ら
一
四
一
番
三
ま
で

一
八
・
○
○
～
一
九
・
○
○

○
・
〇
三
三

旧

横
手
東
由
利
線

横
手
市
雄
物
川
町
会
塚
字
樋
向
八
七
番
一
か
ら
八
五
番
一
ま
で

二
三
・
〇
○
～
二
三
・
二
○

○
・
〇
三
二

新

横
手
東
由
利
線

横
手
市
雄
物
川
町
会
塚
字
樋
向
八
七
番
三
か
ら
八
六
番
三
ま
で

一
八
・
六
○
～
一
八
・
八
○

○
・
〇
三
二

二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
七
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

植
田
平
鹿
線

横
手
市
平
鹿
町
下
鍋
倉
字
上
都
一
四
九
番
二
か
ら
一
五
三
番
三
ま
で

一
一
・
六
○
～
二
七
・
八
○

○
・
〇
八
二

新

植
田
平
鹿
線

横
手
市
平
鹿
町
下
鍋
倉
字
上
都
一
四
九
番
三
か
ら
一
五
三
番
三
ま
で

八
・
四
○
～
一
二
・
二
○

○
・
〇
八
二

一　

道
路
の
区
域

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
八
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城
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二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
し
、
供
用
を
開
始
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

道
路
の
区
域

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

仁
賀
保
矢
島
館
合
線

Ａ
に
か
ほ
市
平
沢
字
清
水
尻
一
五
七
番
一
地
先
か
ら
中
谷
地
一
四
番
一
地
先
ま
で

一
二
・
〇
〇
～
一
三
・
〇
〇

〇
・
一
一
三

Ｂ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃

一
〇
・
〇
〇
～
一
一
・
五
〇

〇
・
一
二
〇

Ｃ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃

八
・
五
〇
～
一
三
・
〇
〇

〇
・
一
四
六

新

仁
賀
保
矢
島
館
合
線

に
か
ほ
市
平
沢
字
清
水
尻
一
五
七
番
一
地
先
か
ら
中
谷
地
一
四
番
一
地
先
ま
で

一
二
・
〇
〇
～
一
三
・
〇
〇

〇
・
一
一
三

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
、
「
Ｂ
」
及
び
「
Ｃ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

秋
田
県
告
示
第
百
四
十
九
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

秋
田
空
港
線

秋
田
市
雄
和
椿
川
字
山
篭
四
八
番
三
地
内

五
・
〇
〇
～
六
・
〇
〇

〇
・
〇
〇
四

新

秋
田
空
港
線

Ａ

秋
田
市
雄
和
椿
川
字
山
篭
四
八
番
三
地
内

五
・
〇
〇
～
六
・
〇
〇

〇
・
〇
〇
四

Ｂ
秋
田
市
雄
和
椿
川
字
山
篭
四
八
番
三
か
ら
四
九
番
一
ま
で

三
・
〇
〇
～
七
四
・
〇
〇

〇
・
五
一
〇

一　

道
路
の
区
域

　

こ
の
表
に
お
い
て
「
Ａ
」
及
び
「
Ｂ
」
と
は
、
関
係
図
面
に
表
示
す
る
敷
地
の
区
分
を
い
う
。

二　

道
路
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
百
五
十
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定

に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
道
路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

一　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
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二　

供
用
開
始
の
期
日　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

三　

道
路
の
区
域
及
び
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場

所
及
び
期
間

　

㈠　

場
所　

建
設
交
通
部
道
路
課

　

㈡　

期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
同
年
四
月
十
三
日
ま
で

　

特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た

の
で
、
地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城　

一　

随
意
契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

　
　

平
成
二
十
一
年
度
秋
田
県
広
報
紙
等
一
括
委
託
業
務　
　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地　

　
　

秋
田
県
知
事
公
室
情
報
公
開
セ
ン
タ
ー　

秋
田
県
秋
田
市
山
王
四
丁
目

一
番
一
号

三　

随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
十
三
日

四　

随
意
契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
住
所

　
　

株
式
会
社
秋
田
博
報
堂　

秋
田
県
秋
田
市
山
王
二
丁
目
一
番
六
十
号

五　

随
意
契
約
に
係
る
契
約
金
額

　
　

六
千
十
八
万
六
千
円

六　

随
意
契
約
の
理
由

　
　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
き
の
特
例
を
定

め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
一
号

に
該
当

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
秋
田
市
雄
和
種
沢
字
岩
瀬
五
十
一
番
地
伊
藤
善
勇
他
十

五
人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事

業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の

と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
釜
ケ
沢
地
区

た
め
池
等
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月

二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

秋
田
市
雄
和
市
民
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
潟
上
市
天
王
字
天
王
百
二
十
三
ー
一
鎌
田
健
一
他
十
四

人
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
に
係
る
土
地
改
良
事
業

計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
天
塩
地
区
農

地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
四
月

二
十
七
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所　

潟
上
市
役
所
天
王
庁
舎

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
者
か
ら
申
請
が
あ
っ
た
県
営
土
地
改
良
事
業
の
施

行
に
係
る
土
地
改
良
事
業
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
公
告
し
、
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

仙
北
郡
美
郷
町
羽
貫
谷
地
字
谷
地
中
八
番
地
深
澤
均
ほ
か
十
七
人

　

㈠　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
羽
貫
谷
地

地
区
農
地
集
積
加
速
化
基
盤
整
備
事
業
）
計
画
書
の
写
し

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
八
日
ま

で

　

㈢　

縦
覧
場
所　

大
仙
市
役
所
本
庁　

美
郷
町
仙
南
庁
舎

二　

大
仙
市
協
和
中
淀
川
字
上
宿
四
十
一
番
地
三
清
水
修
二
ほ
か
十
五
人

　

㈠　

縦
覧
に
供
す
べ
き
書
類
の
名
称　

県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
淀
川
地

区
特
定
農
業
用
管
水
路
等
特
別
対
策
事
業
）
計
画
書
の
写
し

　

㈡　

縦
覧
期
間　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
四
月
二
十
八
日
ま

で

　

㈢　

縦
覧
場
所　

大
仙
市
役
所
本
庁　

大
仙
市
協
和
総
合
支
所

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六

項
の
規
定
に
よ
り
、
湯
沢
市
中
央
土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
の
就

任
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

就
任
理
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

湯
沢
市
泉
沢
字
泉
の
里
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

篠
田　

學
而

　
　

〃　
　

横
堀
字
旭
町
四
十
九
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

妹
尾　

孝
雄

　
　

〃　
　

小
野
字
飯
塚
九
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

今　
　

正
勝

　
　

〃　
　

秋
ノ
宮
字
真
木
九
十
三
番
地
一　
　
　
　
　
　
　

菊
地　

利
男

　
　

〃　
　

小
野
字
西
古
戸
七
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

弘
一

　
　

〃　
　

桑
崎
字
中
泊
十
三
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

優
一

　
　

〃　
　

〃　

字
平
城
百
三
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

柴
田　

隆
志

　
　

〃　
　

小
野
字
西
十
日
町
百
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

簗
瀬　

壽
逸

　
　

〃　
　

酒
蒔
字
沢
田
二
十
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原　

博
隆

　
　

〃　
　

秋
ノ
宮
字
小
沢
四
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

樋
口
金
一
郎

　
　

〃　
　

八
幡
字
伊
勢
堂
二
十
三
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

由
利　
　

傳

　
　

〃　
　

森
字
嶽
ノ
下
三
十
九
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部　

光
一

　
　

〃　
　

相
川
字
田
畑
二
百
四
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　

近
田　

榮
一

　
　

〃　
　

関
口
字
関
口
百
九
十
七
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

小
松
儀
兵
衛

　
　

〃　
　

高
松
字
戸
平
百
六
十
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　
　

功

　
　

〃　
　

前
森
四
丁
目
二
番
十
号　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

能
登　

公
平

　
　

〃　
　

金
谷
字
樋
口
二
百
八
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

利
見

　
　

〃　
　

森
字
嶽
ノ
下
九
十
五
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

千
葉　
　

勉

　
　

〃　
　

字
大
島
町
三
十
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
童　

長
一

　
　

〃　
　

上
関
字
浦
町
六
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

信
治

　
　

〃　
　

倉
内
字
根
開
十
二
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

小
原　

勝
美

　
　

〃　
　

相
川
字
川
口
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
橋　

誠
一

道
路
の
種
類

旧
新
別

路　
　

線　
　

名

区　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

間

敷
地
の
幅
員
（
メ
ー
ト
ル
）

延
長
（
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）

県

道

旧

土
川
神
岡
線

大
仙
市
神
宮
寺
字
宮
田
四
番
地
先
か
ら
切
欠
四
八
番
一
地
先
ま
で

一
一
・
五
〇
～
二
八
・
一
〇

○
・
二
一
三

新

土
川
神
岡
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〃

一
二
・
〇
○
～
三
一
・
〇
〇

○
・
二
一
三

　
　
　
　
　
公　
　
　
　
　
　
告
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二　

就
任
監
事
の
住
所
及
び
氏
名

　
　

湯
沢
市
泉
沢
字
泉
の
里
四
十
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　

黒
石　

順
三

　
　

〃　
　

桑
崎
字
御
返
事
八
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

竹
内　
　

茂

　
　

〃　
　

秋
ノ
宮
字
中
島
百
五
十
七
番
地　
　
　
　
　
　
　

菅　
　

義
照

　
　

〃　
　

森
字
嶽
ノ
下
二
十
九
番
地　
　
　
　
　
　
　
　

渡
部
太
郎
兵
衛

　
　

〃　
　

杉
沢
字
野
々
沢
百
二
十
八
番
地　
　
　
　
　
　
　

松
田　

健
蔵

　
　

〃　
　

相
川
字
麓
九
十
一
番
地　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
藤　
　

厚

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
七
十
二
条
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
三
月
十
八
日
土
地
改
良
区
の
合
併
を
認

可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
知
事　

寺　

田　

典　

城

一　

合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
土
地
改
良
区

　
　

湯
沢
市
中
央
土
地
改
良
区

二　

合
併
に
よ
り
解
散
し
た
土
地
改
良
区

　
　

秋
田
県
雄
勝
町
土
地
改
良
区

　
　

湯
沢
市
中
央
土
地
改
良
区

　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
教
育
委
員
会
委
員
長　

北　

林　

真
知
子

秋
田
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

　
　
　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

規
則

　

市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
秋
田
県

教
育
委
員
会
規
則
第
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
第
六
十
九
条
に
規
定
す
る
職
員
を
除
く
。
」
を

削
り
、
「
第
六
十
九
条
第
一
号
」
を
「
第
六
十
九
条
各
号
」
に
改
め
る
。

　

第
七
十
一
条
第
三
項
中
「
第
一
号
」
を
「
各
号
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
十
三
の
一
級
地
（
平
成
二
年
一
月
一
日
指
定
）
竜
森
小
学
校
の
項

及
び
三
級
地
（
平
成
八
年
一
月
一
日
指
定
）
の
項
を
削
る
。

　

別
表
第
十
三
の
三
平
成
八
年
一
月
一
日
指
定
上
岩
川
小
学
校
の
項
を
削

る
。

　

別
表
第
十
三
の
五
平
成
十
四
年
一
月
一
日
指
定
岩
館
小
学
校
の
項
を
削

る
。

　

別
表
第
十
五
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
　
　
　
　
教
育
委
員
会
規
則
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秋
選
管
告
示
第
四
十
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
の
規

定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の
間
に
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
に
異
動
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、

同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

一　

そ
の
他
の
政
治
団
体

　

イ　

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

　
　
　
　
　
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者
氏
名

主

た

る

事

務

所

の

所

在

地

届
出
年
月
日

児
玉
政
明
後
援
会

児　

玉　

忠　

治

湯　

澤　

栄　

幸

鹿
角
市
花
輪
字
元
苗
代
五
十
六

平
成
二
十
一
年
二
月
二
日

地
方
再
生
を
実
現
す
る
会

大　

沼　

武　

彦

大　

沼　

武　

彦

由
利
本
荘
市
東
由
利
蔵
字
蔵
百
六
十
二
─
一

平
成
二
十
一
年
二
月
九
日

わ
た
な
べ
聖
一
後
援
会

保　

科　

武　

毅

加　

賀　

亮　

三

由
利
本
荘
市
鶴
沼
四
十
三
─
四

　
　
　
　

〃

さ
く
さ
べ
直
後
援
会

作
佐
部　
　
　

直

斎　

藤　

安　

雄

由
利
本
荘
市
西
目
町
沼
田
字
新
道
下
一
─
三

平
成
二
十
一
年
二
月
十
二
日

川
口
ひ
ろ
し
後
援
会
連
合
会

秋　

山　
　
　

肇

藤　

原　
　
　

晃

秋
田
市
山
王
六
丁
目
二
番
十
号

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

農
工
連
携
あ
き
た
県
民
の
会

秋　

山　
　
　

肇

藤　

原　
　
　

晃

秋
田
市
山
王
六
丁
目
二
番
十
号

　
　
　
　

〃

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
選
管
告
示
第
三
十
九
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
の

間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
設
立
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
秋
田
県
秋
田
市
第

二
支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
下
新
城
中
野
字
街
道
端
西
三
十
二
番
地
内

秋
田
市
土
崎
港
北
七
丁
目
一
─
二
十
二

平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日

自
由
民
主
党
由
利
本
荘
市
岩
城

支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

由
利
本
荘
市
岩
城
亀
田
大
町
字
肴
町
七

由
利
本
荘
市
岩
城
赤
平
字
長
ケ
沢
百
五
十
九

　
　
　
　

〃

代

表

者

加　

藤　

鉱　

一

茜　

屋　

徳
悦
郎

会

計

責

任

者

渡　

部　

秋　

美

今　

野　
　
　

章

日
本
共
産
党
秋
田
地
区
委
員
会

会

計

責

任

者

鈴　

木　

サ
キ
子

山　

岡　

正　

人

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

一　

政
党
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政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

自
由
民
主
党
秋
田
県
秋
田
市
第

二
支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
下
新
城
中
野
字
街
道
端
西
三
十
二
番
地
内

秋
田
市
土
崎
港
北
七
丁
目
一
─
二
十
二

平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日

自
由
民
主
党
由
利
本
荘
市
岩
城

支
部

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

由
利
本
荘
市
岩
城
亀
田
大
町
字
肴
町
七

由
利
本
荘
市
岩
城
赤
平
字
長
ケ
沢
百
五
十
九

　
　
　
　

〃

代

表

者

加　

藤　

鉱　

一

茜　

屋　

徳
悦
郎

会

計

責

任

者

渡　

部　

秋　

美

今　

野　
　
　

章

日
本
共
産
党
秋
田
地
区
委
員
会

会

計

責

任

者

鈴　

木　

サ
キ
子

山　

岡　

正　

人

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
三
日

政
治
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

中
嶋
洋
子
後
援
会

代　
　

表　
　

者

宮　

野　
　
　

司

中　

嶋　

英　

隆

平
成
二
十
一
年
二
月
二
日

佐
藤
健
一
郎
後
援
会

代　
　

表　
　

者

鈴　

木　
　
　

清

佐　

藤　

清　

圓

平
成
二
十
一
年
二
月
九
日

会

計

責

任

者

武　

内　

敏　

郎

土　

田　

太
一
郎

高
杉
正
美
後
援
会

代　
　

表　
　

者

佐　

藤　
　
　

忠

川　

前　

長　

二

　
　
　
　

〃

石
川
久
後
援
会

代　
　

表　
　

者

石　

川　

幹　

雄

石　

川　
　
　

久

平
成
二
十
一
年
二
月
十
二
日

長
谷
川
昭
一
後
援
会

代　
　

表　
　

者

鈴　

木　
　
　

裕

鈴　

木　

重　

幸

　
　
　
　

〃

会

計

責

任

者

阿　

部　

銀　

弘

菅　

原　

権
之
亟

佐
藤
直
樹
後
援
会

代　
　

表　
　

者

佐　

藤　

久　

志

米　

沢　

甚　

栄

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

髙
松
和
夫
後
援
会

会

計

責

任

者

鎌　

田　

廣　

伴

進　

藤　

利　

秀

平
成
二
十
一
年
二
月
十
七
日

髙
和
会

代　
　

表　
　

者

砂　

原　

和　

文

長
谷
川　

金　

一

平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日

中
泉
松
司
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

秋
田
市
下
新
城
中
野
字
街
道
端
西
三
十
二
番
地
内

秋
田
市
土
崎
港
北
七
丁
目
一
─
二
十
二

　
　
　
　

〃

１
０
０
社
会

代　
　

表　
　

者

砂　

原　

和　

文

山　

内　

達　

男

　
　
　
　

〃

秋
田
市
川
尻
大
川
反
政
睦
会

代　
　

表　
　

者

伊　

藤　

和　

宏

武　

田　

邦　

夫

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日

佐
竹
の
り
ひ
さ
後
援
会

代　
　

表　
　

者

伊　

藤　

憲　

一

鈴　

木　
　
　

憲

　
　
　
　

〃

新
生
あ
き
た
・
竹
の
会

政
治
団
体
の
名
称

新
生
あ
き
た
・
竹
の
会

新
生
あ
き
た
市
・
竹
の
会

　
　
　
　

〃

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体
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秋
選
管
告
示
第
四
十
二
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
収
支
に
関
す
る
報
告
書
が
提
出
さ
れ

た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
要
旨
を
公
表
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

米
谷
勝
後
援
会

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

男
鹿
市
船
越
字
内
子
二
十
八
─
六

男
鹿
市
船
越
字
一
向
二
百
七
十
四

　
　
　
　

〃

代　
　

表　
　

者

岩　

出　

文　

好

嵯　

峨　

啓　

孝

淡
路
ふ
じ
お
後
援
会

代　
　

表　
　

者

細　

田　
　
　

良

淡　

路　
　
　

勉

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

自
由
民
主
党
雄
勝
町
支
部

真　

木　

昭　

二

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日

自
由
民
主
党
角
館
支
部

戸　

澤　
　
　

清

平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
八
日

一　

政
党

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解

散

年

月

日

届

出

年

月

日

土
橋
多
喜
夫
後
援
会

畠　

山　
　
　

勤

平
成
二
十
年
十
月
一
日

平
成
二
十
一
年
二
月
四
日

佐
藤
耕
秀
後
援
会

佐　

藤　

君　

雄

平
成
二
十
年
十
二
月
三
十
日

平
成
二
十
一
年
二
月
九
日

伊
藤
直
人
後
援
会

伊　

藤　

正　

二

平
成
二
十
一
年
二
月
五
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
日

石
川
久
後
援
会

石　

川　

幹　

雄

平
成
二
十
一
年
一
月
二
十
五
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
二
日

大
内
町
柳
田
弘
後
援
会

成　

田　

正　

雄

平
成
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日

平
成
二
十
一
年
二
月
十
三
日

住
民
参
加
の
村
政
を
す
す
め
る
会

木　

村　

誠　

一

平
成
二
十
年
十
二
月
二
十
日

　
　
　
　

〃

二　

そ
の
他
の
政
治
団
体

秋
選
管
告
示
第
四
十
一
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成
二
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で

の
間
に
次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一
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秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一　

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

秋
選
管
告
示
第
四
十
三
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

Ⅰ
　

種
類

　
政

治
資

金
規

正
法

第
17条

第
1項

の
規

定
に

よ
る

報
告

書
Ⅱ

　
報

告
書

の
要

旨
　

１
　

収
入

及
び

支
出

の
あ

る
団

体
　

　
⑴

　
政

党
　

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
自
由
民
主
党
雄
勝
町
支

部
（

平
成

21年
分

）
　

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
21年

２
月

10日
　

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
　

ア
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 359,622円

　
　

　
　

　
　

　
前

年
か

ら
の

繰
越

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 330,222円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

29,400円
　

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
イ

　
収

入
・

支
出

の
内

訳
　

　
　

　
　

ア
　

収
入

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

　
個

人
の

負
担

す
る

党
費

又
は

会
費

　
　

　
　

29,400円
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

員
数

　
　

　
　

　
　

28人
　

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

29,400円
　

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
自
由
民
主
党
角
館
支
部

（
平

成
21年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

21年
２

月
18日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 150,026円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 128,951円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
21,075円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
15,366円

　
　

　
　

イ
　

収
入

・
支

出
の

内
訳

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
の

内
訳

　
　

　
　

　
　

　
　

個
人

の
負

担
す

る
党

費
又

は
会

費
　

　
　

　
21,000円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
員

数
　

　
　

　
　

　
18人

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

他
の

収
入

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
75円

　
　

　
　

　
　

　
合

　
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
21,075円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
の

内
訳

　
　

　
　

　
　

　
　

経
常

経
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
4,966円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
事

務
所

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
4,966円

　
　

　
　

　
　

　
　

政
治

活
動

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
10,400円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
そ

の
他

の
経

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
10,400円

　
　

　
　

　
　

　
合

　
計

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
15,366円

　
　

⑵
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
佐
藤
耕
秀
後
援
会

（
平

成
20年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

21年
２

月
９

日
　

　
　

　
ア

　
収

入
・

支
出

の
総

額
　

　
　

　
　

ア
　

収
入

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

7,150円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

7,150円
　

　
　

　
　

　
　

本
年

の
収

入
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 0円
　

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 　

　
　

0円
　

　
　

　
政

治
団

体
の

名
称

　
石
川
久
後
援
会

（
平

成
21年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

21年
２

月
12日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
　

460,493円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

 　
390,493円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
70,000円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 144,245円
　

　
　

　
イ

　
収

入
・

支
出

の
内

訳
　

　
　

　
　

ア
　

収
入

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

　
個

人
の

負
担

す
る

党
費

又
は

会
費

　
　

　
　

70,000円
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

員
数

　
　

　
　

　
　

70人
　

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

70,000円
　

　
　

　
　

イ
　

支
出

の
内

訳
　

　
　

　
　

　
　

　
政

治
活

動
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 144,245円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
組

織
活

動
費

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 144,245円
　

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 144,245円

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
大
内
町
柳
田
弘
後
援
会

（
平

成
21年

分
）

　
　

　
　

報
告

年
月

日
　

平
成

21年
２

月
13日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 100,249円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 100,249円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 0円

　
　

　
　

政
治

団
体

の
名

称
　
住
民
参
加
の
村
政
を
す
す
め
る
会

（
平

成
20

年
分

）
　

　
　

　
報

告
年

月
日

　
平

成
21年

２
月

13日

　
　

　
　

ア
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
総

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 907,955円
　

　
　

　
　

　
　

前
年

か
ら

の
繰

越
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 494,253円

　
　

　
　

　
　

　
本

年
の

収
入

額
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 413,702円
　

　
　

　
　

イ
　

支
出

総
額

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 711,210円

　
　

　
　

イ
　

収
入

・
支

出
の

総
額

　
　

　
　

　
ア

　
収

入
の

内
訳

　
　

　
　

　
　

　
　

個
人

の
負

担
す

る
党

費
又

は
会

費
　

　
　

　
53,000円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
員

数
　

　
　

　
　

　
53人

　
　

　
　

　
　

　
　

機
関

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

に
よ

る
収

入
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 360,000円

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

他
の

収
入

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 702円
　

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 413,702円

　
　

　
　

　
イ

　
支

出
の

内
訳

　
　

　
　

　
　

　
　

政
治

活
動

費
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 711,210円
　

　
　

　
　

　
　

　
　

機
関

誌
の

発
行

そ
の

他
の

事
業

費
　

　
 711,210円

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

そ
の

他
の

事
業

費
　

　
　

　
　

　
　

 711,210円
　

　
　

　
　

　
　

合
　

計
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 711,210円

　
２

　
収

入
及

び
支

出
の

な
い

団
体

　
　

⑴
　

そ
の

他
の

政
治

団
体

政
治

団
体

の
名

称
報

告
年

月
日

土
橋

多
喜

夫
後

援
会

（
平

成
20年

分
）

平
成

21年
２

月
４

日

伊
藤

直
人

後
援

会
（

平
成

21年
分

）
平

成
21年

２
月

10日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
　

金
　

管
　

理
　

団
　

体

届
出
年
月
日

名　
　
　
　
　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名
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人
事
委
員
会
規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

規
則
九―

九
（
公
益
的
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
社
団
法
人
あ

　

別
表
第
一
中
「
社
団
法
人
あ
す
の
秋
田
を
創
る
協
会
」
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

財
団
法
人
あ

す
の
秋
田
を
創
る
協
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に
、
「
財
団
法
人
あ
き
た
企
業
活
性
化
セ
ン

き
た
企
業
活
性
化
セ
ン
タ
ー
」

　
　
　
　

「
公
立
大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

「
公
立

タ
ー
」
を　

公
立
大
学
法
人
国
際
教
養
大
学　
　
　
　
　

に
改
め
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

公
立

　
　
　
　
　

地
方
独
立
行
政
法
人
秋
田
県
立
病
院
機
構
」

大
学
法
人
秋
田
県
立
大
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

を
削
る
。

大
学
法
人
国
際
教
養
大
学
」

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

作
佐
部
　
　
　

直

由
利
本
荘
市
議
会

議
員

さ
く
さ
べ
直
後
援
会

由
利
本
荘
市
西
目
町
沼
田
字
新
道
下
一
─
三

作
佐
部　
　
　

直

平
成
二
十
一
年
二
月
十
二
日

資
金
管
理
団
体
の
届

出
事
項
の
異
動
の
届

出
を
し
た
者
の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の
名
称

異
動
事
項

内　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

容

届
出
年
月
日

新

旧

湊　

屋　

啓　

二

秋
田
県
議
会
議
員

湊
屋
啓
二
後
援
会

公
職
の
種
類

秋
田
県
議
会
議
員

北
秋
田
市
議
会
議
員

平
成
二
十
一
年
二
月
五
日

佐　

竹　

敬　

久

秋
田
県
知
事

地
域
経
済
研
究
会

公
職
の
種
類

秋
田
県
知
事

秋
田
市
長

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
五
日

秋
選
管
告
示
第
四
十
四
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
届
出
事

項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

取

り

消

し

た

資

金

管

理

団

体

届
出
年
月
日

備　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

考

名　
　

称

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

代
表
者
氏
名

石
川
久
後
援
会

由
利
本
荘
市
石
脇
字
石
脇
三
百
二

石　

川　
　
　

久

平
成
二
十
一
年
二
月
十
二
日

資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者
の
死
亡
に
伴
う
届
出
で
あ
り
、
資
金
管
理
団
体
の
届
出
を
し
た
者

の
氏
名
は
石
川
久
、
公
職
の
種
類
は
由
利
本
荘
市
議
会
議
員
で
あ
る
。

秋
選
管
告
示
第
四
十
五
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
公
職
の
候
補
者
等
か
ら
資
金
管
理
団
体
の
指
定

の
取
消
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長　

田　

中　

伸　

一

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
規
則
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人
事
委
員
会
規
則
七―

四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
及
び
人
事
委
員
会
規

則
七―

七
五
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七―

四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
及
び
人
事
委
員

　
　
　

会
規
則
七―
七
五
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
改
正

　
　
　

す
る
規
則

　

（
規
則
七―

四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
一
条　

規
則
七―

四
五
（
初
任
給
調
整
手
当
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

　
　

別
表
の
備
考
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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（
規
則
七―

七
五
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
改
正
）

第
二
条　

規
則
七―

七
五
（
義
務
教
育
等
教
員
特
別
手
当
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

別
表
第
一
及
び
別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

　

人
事
委
員
会
規
則
七―

五
六
（
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
規
則
七―
五
六
（
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規

　
　
　

則
（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

人
事
委
員
会
規
則
七―

五
六
（
調
整
手
当
）
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

（
平
成
十
八
年
三
月
三
十
一
日
公
布
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
第
三
項
中
「
百
分
の
十
三
」
を
「
百
分
の
十
四
」
に
改
め
る
。

　

附
則
別
表
東
京
都
特
別
区
の
項
中
「
百
分
の
十
六
」
を
「
百
分
の
十
七
」

に
改
め
、
同
表
大
阪
府
大
阪
市
の
項
中
「
百
分
の
十
三
」
を
「
百
分
の
十

四
」
に
改
め
、
同
表
福
岡
県
福
岡
市
の
項
中
「
百
分
の
九
」
を
「
百
分
の

十
」
に
改
め
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

秋
田
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

柴　

田　

一　

宏

　
　
　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

人
事
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
五
年
秋
田
県
人
事
委
員
会
訓

令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
第
一
項
中
「
及
び
次
項
」
を
「
、
第
二
項
及
び
第
三
項
」
に
改

め
、
「
ま
で
の
間
」
の
下
に
「
（
保
存
期
間
が
永
年
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、

十
年
間
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

課
長
は
、
当
該
課
に
保
管
し
て
い
る
保
存
期
間
五
年
以
上
の
行
政
文
書

の
保
存
期
間
（
保
存
期
間
が
永
年
の
も
の
に
あ
っ
て
は
、
十
年
間
。
）
が

経
過
し
た
と
き
は
、
当
該
行
政
文
書
を
毎
年
度
六
月
三
十
日
ま
で
に
公
文

書
館
長
に
引
き
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
別
に
定
め
る
行
政

文
書
は
、
保
存
期
間
が
経
過
し
た
後
、
必
要
な
期
間
を
定
め
て
保
管
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

第
七
条
第
三
項
中
「
前
二
項
」
を
「
前
三
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第

四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３　

課
長
は
、
保
存
期
間
が
五
年
未
満
の
行
政
文
書
の
保
存
期
間
が
経
過
し

た
と
き
は
、
速
や
か
に
こ
れ
を
廃
棄
す
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
附　
則

　

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

　

内
水
面
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
度
の

第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め
た

の
で
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長　

赤　

間　

健
太
郎

　
　
　
　
　
人
事
委
員
会
訓
令

　
　
　
　
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
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漁　業　協　同　組　合 免 許 番 号
魚　　　　　　　　　　　　　　　　　種

あ ゆ

㎏

い わ な

千尾

や ま め

千尾

こ い

㎏

ふ な

㎏

や つ め
う な ぎ

尾

にじます

千尾

さくらます

千尾

産 卵 場

造成箇所

合　　　　　　　　計

雄 勝 漁 業 協 同 組 合

皆 瀬 川 筋 漁 業 協 同 組 合

成 瀬 川 漁 業 協 同 組 合

雄 物 川 上 流 漁 業 協 同 組 合

県 南 漁 業 協 同 組 合

横 手 川 漁 業 協 同 組 合

仙 北 漁 業 協 同 組 合

仙 北 中 央 漁 業 協 同 組 合

角 館 漁 業 協 同 組 合

仙 北 西 部 漁 業 協 同 組 合

岩 見 川 漁 業 協 同 組 合

鹿 角 市 河 川 漁 業 協 同 組 合

比 内 町 漁 業 協 同 組 合

小 坂 町 漁 業 協 同 組 合

大 館 市 漁 業 協 同 組 合

田 代 漁 業 協 同 組 合

鷹 巣 漁 業 協 同 組 合

阿 仁 川 漁 業 協 同 組 合

萩 形 ダ ム 漁 業 協 同 組 合

粕 毛 漁 業 協 同 組 合

能代市常盤川漁業協同組合

子 吉 川 水 系 漁 業 協 同 組 合

八峰町真瀬川漁業協同組合

馬 場 目 川 漁 業 協 同 組 合

田 沢 湖 漁 業 協 同 組 合

内共　　１号

内共２、３号

内共　　４号

内共　　５号

内共　　６号

内共　　７号

内共　　８号

内共　　９号

内共　　10号

内共　　11号

内共　　12号

内共　　13号

内共　　14号

内共　　15号

内共　　16号

内共　　17号

内共　　18号

内共　　19号

内共20、21号

内共　　22号

内共　　23号

内共24、25号

内共　　26号

内共　　27号

内共　　28号

400

450

400

225

300

480

300

180

1,490

278

750

125

110

85

300

170

500

70

400

52

968

190

55

175

8,452

15

28

35

5

3

10

10

5

40

10

20

59

60

5

11

10

10

25

9

20

3

16

15

20

15

458

100

25

45

10

3

10

22

15

64

10

143

4

60

5

8

15

10

20

8

40

12

21

10

5

15

677

125

15

215

775

170

995

450

195

350

350

50

115

100

70

100

75

140

1,225

100

33

5,648

25

15

10

25

10

25

200

35

75

25

25

10

25

5

30

15

10

75

5

645

50

100

125

50

100

150

150

25

50

50

350

50

350

1,600

5

1

6

100

100

3

3

3

3

3

3

7

5

3

3

3

3

5

1

4

3

2

3

3

3

1

7

1

4

1

80
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秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

　

十
和
田
湖
に
お
け
る
増
殖
事
業
の
推
進
を
図
る
た
め
、
平
成
二
十
一
年
度

の
第
五
種
共
同
漁
業
権
魚
種
に
係
る
増
殖
量
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
定
め

た
の
で
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長　

赤　

間　

健
太
郎

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
二
号

　

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
六
十
七
条
第
一
項

及
び
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
水
産
動
植
物
の
繁
殖
保
護
を

図
る
た
め
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日

　
　
　
　
　

秋
田
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
会
長　

赤　

間　

健
太
郎　

一　

指
示
の
内
容

　
　

次
に
掲
げ
る
水
産
動
物
は
、
採
捕
し
た
河
川
湖
沼
及
び
こ
れ
に
連
続
す

る
水
域
に
こ
れ
を
再
び
放
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
公
的
機
関
が
試

験
研
究
に
供
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。

　

㈠　

ブ
ラ
ッ
ク
バ
ス
（
オ
オ
ク
チ
バ
ス
、
コ
ク
チ
バ
ス
そ
の
他
の
オ
オ
ク

チ
バ
ス
属
の
魚
）

　

㈡　

ブ
ル
ー
ギ
ル

二　

指
示
の
期
間

　
　

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

免
許
番
号

漁
業
協
同
組
合
名

魚　
　

種

増
殖
量

農
内
共
第
一
号
十
和
田
湖
増
殖
漁
業

協
同
組
合

ひ
め
ま
す

ふ　
　

な

え　
　

び

さ
く
ら
ま
す

七
〇
万
尾

五
万
尾

十
六
箇
所

一
万
尾

　
　
　
　
　
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示



発
行
者　

秋　
　
　

  

田　
　
　

  

県

　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金　

一
月
三
千
六
百
七
十
五
円
（
税
込
）

　
　
　
　
　
　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印　

刷　

所　

株
式
会
社　

松　

原　

印　

刷　

社

　
　
　
　
　
　

電
話

（862）
八
七
六
六　

Ｆ
Ａ
Ｘ

（863）
〇
〇
〇
五

　
　
　
　
　
　

E-m
ail:m

atsubara@
m

atsubarainsatsu.co.jp

印　

刷　

者　

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

松　
　

原　
　

繁　
　

雄


